
告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
三
号 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
長 

中
屋
敷 

慎 

一 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

十
条
第
四
項
」
を
「
第
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
第
十
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
第
十
条
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
第
三
者
意
見
照
会
書
等
） 

第
五
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
は
、
様
式
第
六
号
の
二
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

２ 

条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
六
号
の
三
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三
者
が

提
出
す
る
意
見
書
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
四
と
す
る
。 

４ 

議
長
は
、
条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
三
者
に
対
し
、
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容
を
通
知
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
開
請

求
に
係
る
請
求
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
議
長
が
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

公
開
請
求
の
年
月
日 

二 

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限 

６ 

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
議
長
が
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

条
例
第
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
及
び
そ
の
理
由 

７ 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
六
号
の
五
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。 

 
 

第
１
０
条
第
３
項

 
第
９
条
第
３
項

 

第
９
条
第
４
項

 
第
１
０
条
第
４
項

j
y
o
u
 



様式第６号の２（第５条第１項関係） 

 

第 三 者 意 見 照 会 書 
 

                                                 埼議 第     号 

                                                    年   月   日 

 

                様 

 

 

埼玉県議会議長        印    

 

 

  に関する情報が含まれている公文書について、埼玉県議会情報公開条例第９条第

１項の規定による公開請求があり、当該公文書について公開決定等を行う際の参考と

するため、同条例第１１条第１項の規定により、御意見を伺うこととしました。 

 つきましては、お手数ですが、当該公文書を公開することにつき御意見があるとき

は、同封した「第三者公開決定等意見書」を提出していただきますようお願いします。  

 なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして

取り扱わせていただきます。 

 

公 開 請 求 に 係 る 

公 文 書 の 名 称 等 

 

公開請求の年月日 年    月    日 

公 開 請 求 に 係 る 

公文書に含まれてい

る    に関する 

情 報 の 内 容 

 

意 見 書 の 提 出 先 
埼玉県議会事務局 

〒            電話番号 

意見書の提出期限 年    月    日 

 

  



様式第６号の３（第５条第２項関係） 

 

第 三 者 意 見 照 会 書 
 

                                                 埼議 第     号 

                                                    年   月   日 

 

                様 

 

 

埼玉県議会議長        印    

 

 

  に関する情報が含まれている公文書について、埼玉県議会情報公開条例第９条第

１項の規定による公開請求があり、当該公文書について公開決定等を行う際の参考と

するため、同条例第１１条第２項の規定により、御意見を伺うこととなっております。  

 つきましては、お手数ですが、当該公文書を公開することにつき御意見があるとき

は、同封した「第三者公開決定等意見書」を提出していただきますようお願いします。  

 なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして

取り扱わせていただきます。 

 

公 開 請 求 に 係 る 

公 文 書 の 名 称 等 

 

公開請求の年月日 年    月    日 

条例第１１条第２項 

第１号又は第２号の 

規 定 の 適 用 区 分 

及 び そ の 理 由 

 適用区分 □第１号、 □第２号 

 （適用理由） 

意 見 書 の 提 出 先 
埼玉県議会事務局 

〒            電話番号 

意見書の提出期限 年    月    日 

 

  



様式第６号の４（第５条第３項関係） 

 

 

                                                  年  月  日 

 

 埼玉県議会議長 様 

 

 

氏名                   

住所又は居所               

〒                       

                        

電話番号     （    ）         

 

 

第 三 者 公 開 決 定 等 意 見 書 

 
  年 月 日付けで照会のあった公文書の公開について、次のとおり意見を提出し

ます。 

 

公 開 請 求 に 係 る 

公 文 書 の 名 称 等 

 

公開請求の年月日 年    月    日 

公開決定に対する 

反対の意思の有無 
有 無 

公 開 に 関 し て の 

御 意 見 

 公開決定に反対 

 す る 理 由 

 

 

 

連 絡 先  

 

  



様式第６号の５（第５条第７項関係） 

 

公開決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 
 

                                                 埼議 第     号 

                                                    年   月   日 

 

                様 

 

 

埼玉県議会議長        印    

 

 

  から 年 月 日付けで「第三者公開決定等意見書」の提出がありました公文書

については、次のとおり公開決定しましたので、埼玉県議会情報公開条例第１１条第

３項の規定により通知します。 

 

公 開 請 求 に 係 る 

公 文 書 の 名 称 等 

 

公 開 す る こ と 

と し た 理 由 
 

公開決定をした日 年    月    日 

公開を実施する日 年    月    日 

教      示 

１ 審査請求について 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、埼玉県議会議長に対して審査請求をすることができます。 

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分

の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被

告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県



議会議長です。 

 ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審

査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したとき

は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。  



 

様
式
第
七
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
第
５
条
関
係
）

 
（
第
６
条
関
係
）

 


